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Ⅰ 事務手続きの基本方針 

  平成２６年度に創設された農地中間管理事業の事務手続き（借入・貸付）

は、借入は市町村による農業経営基盤強化促進法（以下「基盤強化法」とい

う。）に基づく農用地利用集積計画（以下「集積計画」という。）、貸付は

機構による農地中間管理法に基づく農用地利用配分計画（以下「配分計画」

という。）によるものとされていた。 
令和元年の制度見直しにより、集積計画一括方式が創設され、借入・貸付

の両方の手続きが市町村による集積計画のみで可能となったことから、新規

の借入・貸付は集積計画一括方式、借受者の変更は配分計画を用いることと

した。 
その後、令和５年度の基盤強化法等の改正により、県による農用地利用集

積等促進計画（以下「促進計画」という。）が創設され、新規の借入・貸付、

借受者の変更の両方が促進計画に統合されたことから、本事務手続きを定め

た。 
  なお、令和３年の福島復興再生特別措置法（以下「特措法」という。）改

正法施行により、県による作成が可能となった特措法に基づく促進計画の事

務手続に当たっては、本マニュアルの他、特措法、福島復興再生計画及び福

島県農用地利用集積等促進事業事務取扱要領に基づき行う。 
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Ⅱ 促進計画一括方式による借入・貸付の手続き 

 

別紙フロー図参照（P.5） 
 

１ 賃貸及び借受申込書の提出 

（１）農用地等を貸したい所有者（以下「農地所有者」という。）は、該当

農用地等が所在する市町村に、必要事項を記載した農地中間管理事業賃

貸申込書（農地所有者用）（以下「申込書」という。）（促進借入 1 号

・様式編 P.1）１部を提出する。なお、未相続農用地等を利用権設定する

場合は、農地利用集積等促進計画同意書（促進借入 1-1 号・様式編 P.3）
及び相続関係説明図を添付するものとする。 

 

（２）農用地等を借りたい者（以下「借受者」という。）は、該当農用地等

が所在する市町村に、必要事項を記載した農地中間管理事業借受申込書

（農地借受者用）（以下「申込書」という。）（促進貸付 1 号・様式編

P.13）１部を提出する。 
 

 （３）市町村は、農地所有者及び借受者より申込のあった農用地等に関し、

農業委員会と連携して地域計画や農地台帳と照合し、記載内容に不備が

ない場合は、当該申込書を受理するとともに、申込書のコピーを保管す

る。 
 

 ２ 農用地利用集積等促進計画（案）の作成 

 （１）市町村は、申込みのあった農用地等について、農用地利用集積等促進 
計画（案）一覧表（一括方式）（促進借入 2 号・様式編 P.4 及び促進貸 
付 2 号・様式編 P.15）（以下「一覧表」という。）を作成し、申込書と 
ともに、公文（提出様式 1 号・様式編 P.27）に添付して機構に送付する。 

     なお、貸付一覧表（促進貸付 2 号）の作成にあたっては、機構貸付先

決定ルールに基づき、貸付先決定区分を確認した上で作成する。 
 
（２）機構は、農地中間管理事業帳票作成システムを用いて農用地利用集積 

等促進計画（案）（促進借入 3 号・様式編 P.5 及び促進貸付 3 号・様式 
編 P.16）を作成する。その後、関係の農業協同組合（以下「JA」という。） 
へ、農地中間管理事業ファイル転送システムを利用して公文（提出様式 
2 号・様式編 P.28）に一覧表及びその他必要な書類を添付して送付する。 
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 （３）JA は、農地中間管理事業ファイル転送システムで送信された書類を受

信し、農地中間管理事業帳票作成システムにより、借入契約の農用地利

用集積等促進計画（案）（各筆明細原本２部、控え１部、農地中間管理

事業の借入に係る共通事項（以下「共通事項（借入）」という。）１部）

及び賃借料振込送金先指定書（１部）を印刷（農地所有者に手数料の支

払いが発生する場合は、貯金口座振替依頼書。ただし既存の３枚複写の

同依頼書を使用する場合は印刷不要）する。 
また、貸付契約の農用地利用集積等促進計画（案）（各筆明細原本２

部、控え１部、農地中間管理事業の貸付に係る共通事項（以下「共通事

項（転貸）」という。）１部）及び貯金口座振替依頼書を印刷する。 
    なお、JA が対応できない場合、機構は上記書類を郵送等により直接市

町村へ送付する。 

 

 ３ 農用地利用集積等促進計画（案）等の調印 

 （１）JA は、市町村や機構等と協議の上、調印に係る日程調整等を行うとと

もに、当日は農地所有者及び借受者に対し、農用地利用集積等促進計画

（案）や口座関係書類等の正確な記名押印を誘導する。その際、「農地

中間管理機構からの重要なお知らせ」（促進借入 4 号・様式編 P.10 及び

促進貸付 4 号・様式編 P.24）及び「機構関連事業に係るお知らせ（貸借

期間が 15 年以上の契約に限る）」（促進借入 5 号・様式編 P.12 及び促進

貸付 5 号・様式編 P.26）を用いて契約内容の確認を行うとともに、農地

所有者には農用地利用集積等促進計画（案）の控え、共通事項（借入）

及び手数料引き落とし該当者の貯金口座振替依頼書の控え、借受者には

同計画（案）の控え、共通事項（転貸）及び賃料・手数料引き落とし該

当者の貯金口座振替依頼書の控えを手交する。 
    なお、JA が対応出来ない場合は、市町村が機構と協議の上対応する。 
 

 （２）JA は、公文（提出様式 3 号・様式編 P.29）に調印した農用地利用集積

等促進計画（案）や口座関係書類等を添付し、機構へ送付する。 
    なお、JA が対応出来ない場合は、市町村が機構へ送付する。 
   
（３）市町村は、公文（提出様式 3 号・様式編 P.29）に農地所有者及び借受

者から同意（押印）を得た農用地利用集積等促進計画（案）、一覧表（農

業委員会による貸付相手方の各種要件確認欄を入力したもの）、農業委

員会の意見書の写し、口座関係書類を添付して機構へ送付する。 
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４ 農業委員会への意見聴取 

市町村は、農業委員会に対し、農用地利用集積等促進計画（案）に対す

る意見を求めるとともに、貸付相手方が全部耕作要件及び常時従事要件等

を満たしているか否かについて意見を求める。（農委意見参考様式 1 号・

様式編 P.31、農委意見参考様式 2 号・様式編 P.32） 
 

５ 利害関係人の意見聴取 （地域計画区域外の場合のみ） 

機構は、農用地利用集積等促進計画（案）について、様式（促進貸付 3-1
号・様式編 P.21）により機構のホームページ上で１週間掲載し、利害関係人

の意見を求める。 

掲載終了後機構は、（促進貸付 3-2 号・様式編 P.22）により意見概要及び 

意見に対する措置を取りまとめる。 

 

６  農用地利用集積等促進計画の作成・決定 

機構は、送付された農用地利用集積等促進計画（案）を決定し、公文（提

出様式 4 号・様式編 P.30）に決定した農用地利用集積等促進計画の写し及

び３の（２）（３）で送付された書類に利害関係人からの意見概要書類を

添えて（地域計画区域外の場合のみ）県に認可申請する。 

なお、地方自治法に基づき農用地利用集積等促進計画の認可及び公告に

係る権限について、県から市町村へ移譲されている場合は、機構は市町村

に認可申請する。 

 

７ 農用地利用集積等促進計画の認可公告後の処理 

（１）農業委員会及び市町村は、県からの認可通知書及び農用地利用集積等

促進計画の写しを受領する。 
   また、機構は、県からの認可通知書を受領する。 

 

 （２）地方自治法に基づき農用地利用集積等促進計画の認可及び公告に係る 

権限について、県から市町村へ移譲されている場合は、市町村は農業委 

員会へ認可通知書及び農用地利用集積等促進計画の写しを送付するとと 

もに、機構へ認可通知書を送付する。 
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農用地利用集積等促進計画一括方式による借入・貸付の事務手続き 

農地 
借受者 

農地 
所有者 

(A)市町村･ 
(B)農業委員会 

ＪＡ 機構 県 

      

賃貸及び借受申込書の受理 

地域計画との整合性確認 

促進計画（案） 

【一覧表】の作成 

 
各筆明細の作成 

各筆明細等の 

調印・取りまとめ 

 

 

促進計画（案） 

【各筆明細、農委意見書等】 

機構への送付 

農業委員会の 

意見聴取 

関 係 書 類

の調印、控

えの手交 

関係書類の 

受領 

促進計画の 

決定・提出 
促進計画の 

受領 

認可・公告 

通知 認可通知書の受領 

(A) 

(A) (B) 

(A)(B) 

申込書の 

提出 

利害関係人の 

意見聴取 

促進貸付 1 号 

様式編：P13 

農委意見 

参考様式 1 号 

様式編：P31 

提出様式 1 号 

様式編：P27 

農委意見 

参考様式 2 号 

様式編：P32 
促進貸付 3-1 号/3-2 号 

様式編：P21/P22 

※利害関係人の 
意見聴取は 

地域計画区域外 
の場合のみ 

申込書の 

提出 

認可通知書の受領 

認可・公告 

通知 

県から市町村へ 

権限移譲した場合 

提出様式 4 号 

様式編：P30 

促進借入 1 号 

様式編：P1 

関 係 書 類

の調印、控

えの手交 

促進借入 2 号・促進貸付 2 号 

様式編:. P 4 ・ 様式編:. P15 

促進借入 3 号・促進貸付 3 号 

様式編:. P5・様式編 P:16 

提出様式 4 号 

様式編：P30 

促進計画の 

受領 

機構への貸付期間が 15 年以上
の場合、「機構関連事業に係る
お知らせ」を手交する。 

提出様式 2 号 

様式編：P28 

提出様式 3 号 

様式編：P29 

(A) (B) 

(A) 
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Ⅲ 借受相手方未確定の場合の手続き 
 
１ 促進計画による借入の手続き 

 （１）賃貸申込書の提出 

   Ⅱの１を準用する。 

 

 （２）促進計画（案）の作成 

   Ⅱの２を準用する。 

 

 （３）促進計画（案）等の調印 

   Ⅱの３を準用する。 

 

 （４）農業委員会への意見 

   Ⅱの４を準用する。 

 

 （５）促進計画の作成・決定 

   Ⅱの６を準用する。 

 

２ 新集積計画による借入の手続き 

 （１）賃貸申込書の提出 

   Ⅶの１を準用する。 

 

 （２）新集積計画（案）の作成 

   Ⅶの２を準用する。 

 

 （３）新集積計画（案）等の調印 

   Ⅶの３を準用する。 

 

 （４）農業委員会への意見 

   Ⅶの４を準用する。 

 

 （５）新集積計画（案）の同意・県への送付 

   Ⅶの６を準用する。 

 

 ３ 借入不可と判断した場合の手続き 

 （１）機構は、市町村から送付された申込書及び一覧表の記載内容に不備が

ない場合は、当該書類を受理する。 

  

 （２）機構は、借受相手方が未確定な農地について借入不可と判断した場合

は、借入不可判断通知（市町村長あて：参考様式１号・様式集 P.33、農

- 6 -



地所有者あて：参考様式２号・様式集 P.34）に当該農地の一覧表１部を

添付し市町村へ送付する。 
 

 （３）市町村は借入不可判断通知を受領するとともに、農地所有者に借入不

可判断通知（参考様式２号）を送付する。 
 
    農地中間管理事業による借受相手方未確定の場合の事務手続き 

農地借受者 農地所有者 市町村等 農業協同組合 機構 

     

 

賃貸申込 
賃貸申込書 

地域計画及び農地台帳との照合 

借受希望者の把握 

農地所有者一覧表の作成 

・促進借入 2 号 様式集 P.4 

機構への申込 

※借受相手方が未確定の場合は、 

申込書及び一覧表内に借受相手方が 

未確定であることを明記すること 

農地所有者一覧表、 

申込書の受理・内容確認 

〈借受相手方が未確定の場合〉 

借入不可判断通知の送付 

(1) 

(2) 

借入不可判断通知の受領 

(3) 借入不可

判断通知

の受領 
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Ⅳ 農用地利用集積等促進計画による機構貸付（再転貸）手続き 
 
別紙フロー図参照（P.11） 
 

 １ 農地中間管理事業借受申込書の提出 

（１）借受者は、借受を希望する農用地等が所在する市町村に、必要事項を

記載した農地中間管理事業借受申込書（農地借受者用）（促進貸付 1 号

・様式編 P.13）１部を提出する。 
 

（２）市町村は、借受者から申込みのあった農用地等に関し、農業委員会と

連携して地域計画や農地台帳と照合し、記載内容に不備がない場合は、

当該申込書を受理するとともに、申込書のコピーを保管する。 

 

 ２ 農用地利用集積等促進計画（案）の作成 

 （１）市町村は、機構貸付先決定ルールに基づき、貸付先決定区分を確認し

た上で、農用地利用集積等促進計画（案）一覧表（再転貸）（以下「再

転貸一覧表」という。）（促進貸付 2 号・様式編 P.15）を作成し、申込

書とともに、公文（提出様式 1 号・様式編 P.27）に添付して機構へ送付

する。 

   

 （２）機構は、農地中間管理事業帳票作成システムを用いて農用地利用集積

等促進計画（案）（促進貸付 3 号・様式編 P.16）を作成する。その後、

JA へ、農地中間管理事業ファイル転送システムを利用して公文（提出様

式 2 号・様式編 P.28）に再転貸一覧表及びその他必要な書類を添付して

送付する。 
      
（３）JA は、農地中間管理事業ファイル転送システムで送信された書類を受 

信し、農地中間管理事業帳票作成システムを用いて、農用地利用集積等 
促進計画（案）（各筆明細原本２部、控え１部及び農地中間管理事業の 
転貸に係る共通事項１部）及び貯金口座振替依頼書を印刷する。 
 なお、JA が対応できない場合、機構は上記書類を郵送等により直接市 
町村へ送付する。 

     

 ３ 農用地利用集積等促進計画（案）等の調印 

 （１）JA は、市町村や機構等と協議の上、調印に係る日程調整等を行うとと

もに、当日は借受者に対し農用地利用集積等促進計画（案）や貯金口座

振替依頼書等の正確な記名押印を誘導する。その際、「農地中間管理機
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構からの重要なお知らせ」（促進貸付 4 号・様式編 P.24）及び「機構関

連事業に係るお知らせ（貸借期間が 15 年以上の契約に限る）」（促進貸

付 5 号・様式編 P.26）により、契約内容の確認を行うとともに、農用地

利用集積等促進計画（案）の控え及び農地中間管理事業の転貸に係る共

通事項を手交する。 

なお、JA が対応できない場合は、機構と市町村が協議の上対応する。 
 
 （２）JA は、公文（提出様式 3 号・様式編 P.29）に調印した農用地利用集積

等促進計画（案）や口座関係書類等を添付し、機構へ送付する。 
    なお、JA が対応出来ない場合は、市町村が機構へ送付する。 
 
（３）市町村は、公文（提出様式 3 号・様式編 P.29）に、調印した農用地利 

用集積等促進計画（案）、再転貸一覧表（農業委員会による貸付相手方

の各種要件確認欄を入力したもの）、農業委員会の意見書の写し、貯金

口座振替依頼書を添付して機構へ送付する。 
 

 ４ 農業委員会への意見聴取 

市町村は、農業委員会に対し、農用地利用集積等促進計画（案）に対す

る意見を求めるとともに、貸付相手方が全部耕作要件及び常時従事要件等

を満たしているか否かについて意見を求める。（農委意見参考様式 1 号・

様式編 P.31、農委意見参考様式 2 号・様式編 P.32） 
 

５ 利害関係人の意見聴取 （地域計画区域外の場合のみ） 

機構は、農用地利用集積等促進計画（案）について、様式（促進貸付 3-1 
号・様式編 P.21）により機構のホームページ上で１週間掲載し、利害関係 

人の意見を求める。 

掲載終了後機構は、様式（促進貸付 3-2 号・様式編 P.22）により意見概要 

及び意見に対する措置を取りまとめる。 

 

 ６ 農用地利用集積等促進計画の作成・決定 

機構は、送付された農用地利用集積等促進計画（案）を決定し、公文（提 
出様式 4 号・様式編 P.30）に決定した農用地利用集積等促進計画の写し及 
び３の（２）（３）で送付された書類に利害関係人からの意見概要書類を添 
えて（地域計画区域外の場合のみ）県に認可申請する。 

なお、地方自治法に基づき農用地利用集積等促進計画の認可及び公告に係 

る権限について、県から市町村へ移譲されている場合は、機構は市町村に認 

可申請する。 
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 ７ 農用地利用集積等促進計画の認可公告後の処理 

（１）農業委員会及び市町村は、県からの認可通知書及び農用地利用集積等

促進計画の写しを受領する。 
   また、機構は、県からの認可通知書を受領する。 

 

 （２）地方自治法に基づき農用地利用集積等促進計画の認可及び公告に係る 

権限について、県から市町村へ移譲されている場合は、市町村は農業委 

員会へ認可通知書及び農用地利用集積等促進計画の写しを送付するとと 

もに、機構へ認可通知書を送付する。 
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農用地利用集積等促進計画による再転貸の事務手続き 

農地借受者 
(A)市町村･ 

(B)農業委員会 
ＪＡ 機構 県 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込書の取りまとめ・ 

借受者の調整 

促進計画（案） 

【一覧表】の作成 

 

各筆明細の作成 

各筆明細等の 

調印・取りまとめ 

 

 

促進計画（案） 

【各筆明細、農委意見書等】 

機構への送付 

農業委員会の 

意見聴取 

関 係 書 類

の調印、控

えの手交 

関係書類の 

受領 

促進計画の 

決定・提出 

促進計画の 

受領 

認可・公告、 

通知 

(A) 

(A) (B) 

申込書の 

提出 

利害関係人の 

意見聴取 

促進貸付 1 号 

様式編：P13 

促進貸付 2 号 

様式編：P15 

提出様式 1 号 

様式編：P27 

促進貸付 3 号 

様式編：P16 

促進貸付 3-1 号/3-2 号 

様式編：P21/P22 

※利害関係人の 
意見聴取は 

地域計画区域外 
の場合のみ 農委意見 

参考様式 1 号 

様式編：P31 

農委意見 

参考様式 2 号 

様式編：P32 

県から市町村へ 

権限移譲した場合 
促進計画の 

受領 提出様式 4 号 

様式編：P30 

認可・公告 

通知 認可通知書の受領 

認可通知書の受領 

提出様式 4 号 

様式編：P30 

機構への貸付期間が 15 年以
上の場合、「機構関連事業に
係るお知らせ」を手交する。 

提出様式 2 号 

様式編：P28 

提出様式 3 号 

様式編：P29 

(A) (B) 

(A) (B) 

(A) 
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Ⅴ 精算事務の手続き 

 
○ 賃借料の徴収及び支払い 

（１）借受者は、毎年１１月２０日（金融機関休業日の場合は翌営業日）

に、機構へ賃借料と機構が定める手数料の合計額を支払う（口座振替

による）。 

 

（２）機構は、賃借料の受領を確認した後、領収書を借受者へ送付する。 

 

（３）機構は、毎年１２月１５日（金融機関休業日の場合は直前の営業日）

に農地所有者へ、賃借料から機構が定める手数料を差し引いた額を支払

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地借受者 農地所有者 市町村等 農業協同組合 機構

農地中間管理事業による賃借料の精算事務手続

賃借料の支払 賃借料の受領

領収書の受理 領収書の発行

(2)

賃借料の支払
賃借料の受

領

(3)

(1)
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Ⅵ 変更の手続き 
 
 １ 変更内容の確認 
 （１）農地所有者又は借受者より、賃貸借契約（解約含む）の変更の申入れ

があったときは、市町村等は「農地中間管理事業の契約内容の変更フロ

ーチャート」から、「契約内容変更」（以下「軽微な変更」という。）

又は「賃貸借変更」（以下「重要な変更」という。）のいずれの手続き

に該当するか確認する。 
    その後、該当する手続きに基づき事務処理を行う。 
 
 （２）農地所有者又は借受者のいずれか一方から、賃借料変更の申入れがあ

ったときは、市町村等は関係者と利用調整を行い、「関係者が合意」し

た場合は、「３ 賃借料の変更」の手続きを行う。 
    ただし、利用調整がまとまらない場合は、賃貸借契約の変更は行わな

い。 
 
 ２ 契約内容変更届関係 
 （１）軽微な変更を希望する農地所有者又は借受者は、当該農地が所在する

市町村等に必要事項を記載した農地中間管理事業の契約内容変更届（変

更様式 7 号・様式集 P.45）１部を提出する。 
    なお、変更項目が④（法人代表者）、⑤（契約名義）、⑥（口座番号

又は口座名義）に該当する場合は、当該変更届に変更届裏面に記載した

契約内容変更に係る必要書類を添付する。 
 
 （２）添付書類について 
   ア 変更項目④ 
     法人の代表者変更に伴う届出であるため、変更した登記事項証明書

又はその写しを添付する。 
   イ 変更項目⑤ 
    (ｱ) 農地所有者死亡や相続確定に伴う契約名義変更の届出を行う場

合 
     a 相続登記が完了している場合は、相続登記後の土地の登記事項証

明書又はその写しを添付する。 
     b 相続登記が行われていない場合は、原則契約者の法定相続人全員

からの同意書（変更様式 8 号・様式集 P.47）及び相続関係説明図
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を添付する。 
     c 上記 a、b において、賃借料の送金先が変更となることから「賃

借料振込送金先指定書」も併せて添付する。 
    (ｲ) 借受者死亡の場合 
       添付書類は不要です。 
   ウ 変更項目⑥ 
    (ｱ) 農地所有者が賃借料の送金先を変更する場合 
       機構が定める「賃借料振込送金先指定書」を添付する。 
       この場合、契約者名義以外の者の口座を指定すると贈与税の対象

になるので注意が必要である。 
    (ｲ) 借受者及び物納農地所有者が賃借料及び手数料の口座振替に利

用している貯金口座を変更する場合 
       機構が定める「貯金口座振替依頼書」を添付する。 
           なお、機構が賃借料等を口座振替する金融機関はＪＡバンクであ

るため、地方銀行、郵貯銀行等の指定はできない。 
 
 （３）市町村等は、書類の不備がない場合は、関係書類一式をコピーし保管

するとともに、機構に原本を送付する。 
 
 ３ 賃借料の変更関係 
   別紙フロー図参照（P.20） 
 
 （１）賃借料の変更を希望する農地所有者は、当該農地が所在する市町村等

に、必要事項を記載した農地中間管理事業賃貸借変更申出書（農地所有

者用）（以下「農地所有者用変更申出書」という。）（変更様式 2 号・

様式集 P.36）１部を市町村等に提出する。 
    地域計画、農用地利用改善組合、土地改良区等の地域での話し合いの

単位で賃借料の変更を行う場合は、農地中間管理事業賃貸借変更申出書

一覧表（農地所有者用）（以下「農地所有者用変更申出一覧表」という。）

（変更様式 5-1 号・様式集 P.42）１部を市町村等に提出する。 
    農地所有者用変更申出一覧表により賃借料の変更を行う場合、個人ご

と小計欄の押印又はサインにより、変更に同意したものとみなす。 
 
 （２）賃借料の変更を希望する借受者は、当該農地が所在する市町村等に、

必要事項を記載した農地中間管理事業賃貸借変更申出書（借受者用）（以
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下「借受者用変更申出書」という。）（変更様式 3 号・様式集 P.38）１

部を市町村等に提出する。 
    地域計画、農用地利用改善組合、土地改良区等の地域での話し合いの

単位で賃借料の変更を行う場合は、農地中間管理事業賃貸借変更申出書

一覧表（借受者用）（以下「借受者用変更申出一覧表」という。）（変

更様式 6-1 号・様式集 P.44）１部を市町村等に提出する。 
    借受者用変更申出一覧表により賃借料の変更を行う場合、個人ごと小

計欄の押印又はサインにより、変更に同意したものとみなす。 
 
 （３）市町村は、賃借料の変更に係る一定条件を満たす場合は、申出があっ

た農用地に関し、農業委員会と連携して農地台帳及び必要に応じて機構

契約データを活用して照合し、記載内容を確認の上、当該申出書を受理

するとともに、申出書をコピーし保管する。 
        なお、機構契約データの提供を求めるときは、機構の市町村方部担当

者へ相談してください。 
    市町村等は、当該申出書の内容を農地中間管理事業賃貸借変更一覧表

（農地所有者用）（以下「農地所有者用一覧表」という。）（変更様式

5 号・様式集 P.41）農地中間管理事業賃貸借変更一覧表（借受者用）（以

下「借受者用一覧表」という。）（変更様式 6 号・P.43）に取りまとめ

る。 
 
 （４）市町村等は、公文（変更様式 1 号・様式集 P.35）に取りまとめた各種

変更申出書及び各種変更一覧表を各 1 部添付し、機構へ送付する。 
 
 （５）機構は、市町村等から送付のあった協議書を受理する。 
 
 （６）機構は、協議書の内容を確認するとともに、農地所有者用一覧表及び

借受者用一覧表に機構の手数料情報を記入する。 
 
 （７）機構は、協議回答書（変更様式 4 号・様式集 P.40）に各種変更一覧表

を添付して、市町村等へ送付する。 
 
 （８）市町村等は、機構から送付のあった農地中間管理事業賃貸借変更申出

に係る協議回答書を受領する。 
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 （９）市町村等は、農地中間管理事業賃貸借変更申出に係る協議回答結果を

関係者へ周知を行う。ただし、関係者への周知方法は問わない。 
 
     
 ４ 解約を含む変更関係 
   別紙フロー図（P.21）参照 
 
 （１）賃貸借契約の合意解約を希望する農地所有者は、当該農地が所在する

市町村等に、必要事項を記載した農地中間管理事業賃貸借変更申出書（農

地所有者用）（以下「農地所有者用変更申出書」という。）（変更様式

2 号・様式集 P.36）１部を市町村等に提出する。 
    地域計画、農用地利用改善組合、土地改良区等の地域での話し合いの

単位で合意解約を行う場合は、農地中間管理事業賃貸借変更申出書一覧

表（以下「農地所有者用変更申出一覧表」という。）（変更様式 5-1 号

・様式集 P.42）１部を提出する。 
    農地所有者用変更申出一覧表により合意解約及び賃借料の変更を行う

場合、個人ごと小計欄の押印又はサインにより合意解約及び変更に同意

したものとみなす。 
 
 （２）賃貸借契約の合意解約を希望する借受者は、当該農地が所在する市町

村等に、必要事項を記載した農地中間管理事業賃貸借変更申出書（借受

者用）（以下「借受者用変更申出書」という。）（変更様式 3 号・様式

集 P.38）１部を市町村等に提出する。 
    地域計画、農用地利用改善組合、土地改良区等の地域での話し合いの

単位で合意解約を行う場合は、農地中間管理事業賃貸借変更申出書一覧

表（以下「借受者用変更申出一覧表」という。）（変更様式 6-1 号・様

式集 P.44）１部を提出する。 
    借受者用変更申出一覧表により合意解約及び賃借料の変更を行う場

合、個人ごと小計欄の押印又はサインにより合意解約及び変更に同意し

たものとみなす。 
 
 （３）市町村等は、申出があった農用地に関し農業委員会と連携して農地台

帳及び必要に応じて機構契約データを活用して照合し、記載内容に不備

がないことを確認する。 
   ア 市町村等は、当該申出書を受理するとともに、申出書をコピーし保
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管する。 
   イ 市町村等は、当該申出書の内容を農地所有者用農地中間管理事業賃

貸借変更一覧表（農地所有者用）（以下「農地所有者用一覧表」とい

う。）（変更様式 5 号・様式集 P.41）及び借受者用農地中間管理事業

賃貸借変更一覧表（以下「借受者用一覧表」という。）（変更様式 6
号・P.43）に取りまとめる。 

   ウ 市町村等は、事前に解約の情報として、農地所有者用及び借受者用

一覧表を機構へ提供する。 
        
 （４）機構は、市町村等から解約情報の提供を受けたときは、機構の契約台

帳との照合及び内容確認（解約理由等）を行い、やむを得ない場合は、

農地法第 18 条第 6 項の規定による通知書（以下「通知書」という。）（農

地法関係事務処理の手引 様式第 4-9 号・様式集 p.48）１部及び農地の

賃貸借の合意解約書（以下「合意解約書」という。）（農地法関係事務

処理の手引 様式第 4-10 号・様式集 p.50）２部を作成し、市町村等へ送

付する。 
 
 （５）市町村等は、機構から送付された通知書及び合意解約書を関係者に送

付し、同意が得られた場合は記名押印の上、市町村等に返送してもらう。 
 
 （６）市町村等は、公文（変更様式 1 号・様式集 P.35）に取りまとめた通知

書１部、合意解約書２部、各種変更申出書１部及び各種変更一覧表１部

を添付し機構へ提出する。 
 
 （７）機構は、市町村等から提出のあった合意解約書類及び協議書を受理す

る。 
 
 （８）機構は提出があった協議書の内容を確認するとともに、農地所有者用

一覧表及び借受者用一覧表に機構の手数料情報を記入する。 
    機構は、合意解約の申出者いずれか一方に解約手数料（１契約当たり

6,000 円）の納入通知書を送付し、解約手数料を受領する。 
 
 （９）合意解約の申出者いずれか一方は、解約手数料の納入通知に基づき、

期日までに機構が指定する口座に解約手数料を振り込む（振込手数料は、

納入者負担）。 
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 （10）機構は、協議回答書（変更様式 4 号・様式集 P.40）に通知書及び合意

解約書各１部並びに農地所有者用一覧表及び借受者用一覧表を添付し

て、市町村等へ送付する。 
 
 （11）市町村等は、通知書及び合意解約書を受領する。 
       さらに、市町村は、通知書及び合意解約書の写しを農業委員会へ提出

するとともに、合意解約書原本１部を関係者へ送付する。 
    併せて、市町村等は、農地中間管理事業賃貸借変更申出に係る協議回

答結果について関係者へ周知を行う。ただし、関係者への周知方法は、

問わない。 
 
 （12）合意解約の関係者は、合意解約書原本１部を受領する。 
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農
地
中
間
管
理
事
業
の
契
約
内
容
変
更
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

様
式
7号

軽
微
な

変
更

重
要
な

変
更

変
更
項
目

農
地
所
有
者

借
受
者

1
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き

〇
①

−

農
地
所
有
者

借
受
者

2
連
絡
先
を
変
え
た
い
と
き

〇
②
③

−

借
受
者

3
法
人
の
代
表
者
を
変
更
し
た
と
き

〇
④

−
代
表
者
変
更
が
わ
か
る
書
類
（
登
記
事
項
証
明
書
（
法
⼈
⽤
）
）

農
地
所
有
者

4
農
地
所
有
者
が
死
亡
し
た
と
き

〇
⑤

−
【
相
続
登
記
が
⾏
わ
れ
て
い
る
場
合
】

 
・
相
続
し
た
こ
と
を
証
す
る
登
記
事
項
証
明
書
原
本
又
は
写
し
等

【
相
続
登
記
が
⾏
わ
れ
て
い
な
い
場
合
】

 
・
法
定
相
続
⼈
同
意
書
（
変
更
様
式
8号

）

借
受
者

借
受
者
が
死
亡
し
た
と
き

〇
⑤

−
−

農
地
所
有
者

未
相
続
で
契
約
し
て
い
た
が
相
続
登
記
し
た
と
き

〇
⑤

−
相
続
し
た
こ
と
を
証
す
る
登
記
事
項
証
明
書
原
本
又
は
写
し
等

借
受
者

借
受
者
が
後
継
者
に
経
営
移
譲
す
る
と
き

⑤
機
構
へ
個
別
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

農
業
者
年
金

受
給
の
場
合

−

「
４
解
約
を
含
む
変
更
関

係
」
及
び
「
Ⅳ
農
⽤
地
利
⽤

集
積
等
促
進
計
画
に
よ
る
再

転
貸
」
の
手
続
き
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

農
業
者
年
金

受
給
に
関
係

の
な
い
場
合

農
地
所
有
者

借
受
者

5
賃
借
料
精
算
口
座
を
変
更
し
た
い
と
き

〇
⑥

【
所
有
者
の
場
合
】

 
・
賃
借
料
振
込
送
金
先
指
定
書

【
耕
作
者
及
び
物
納
所
有
者
の
場
合
】

 
・
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書

農
地
所
有
者

借
受
者

6
そ
の
他

〇
⑦

農
地
所
有
者

借
受
者

7
賃
借
料
を
変
更
し
た
い
と
き

〇
−

「
３
賃
借
料
の
変
更
関
係
」

の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

「
３
賃
借
料
の
変
更
関
係
」
に
記
載
の
関
係
様
式

農
地
所
有
者

借
受
者

8
解
約
し
た
い
と
き

〇
−

「
４
解
約
を
含
む
変
更
関

係
」
の
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

「
４
解
約
を
含
む
変
更
関
係
」
に
記
載
の
関
係
様
式

５
賃
借
料
精

算
口
座
の
変

更
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

〇

変
更
の
手
続
き

対
象
者

こ
ん
な
と
き

変
更
の
内
容

添
付
書
類

備
 
考

- 19 -



農地中間管理事業賃貸借変更申出に係る事務手続

農地所有者 借受者 市町村・農業委員会 機 構

農地中間管理事業

賃貸借変更申出書

（農地所有者用） 農地中間管理事業

賃貸借変更申出書

（借受者用）

賃借料の変更に係

る一定条件の確認

農地中間管理事業

賃貸借変更申出書

を変更一覧表

に取りまとめ（必

要に応じて機構契

約データの照会）

賃貸借人の合意に

係る調整を実施

農地中間管理事業賃

貸借変更申出に係る

協議回答書の受領

関係者への協議結果

の周知

（周知方法は任意）

関係者（農地所有者、借受者又は

関係団体等）へ農地中間管理事業

賃貸借変更申出に係る協議の回答

結果の受領

3-(1)

3-(2)

3-(3)

3-(4) 3-(5)

3-(6)

3-(7)3-(8)

3-(9)

地域計画、農用地利用改善組合、土地改良

区等（地域での話し合いの単位で賃借料を

変更する場合）からの借賃変更申出書（任

意）

農地中間管理事業賃貸借

変更申出に係る協議書の

送付

○変更一覧表

○農地中間管理事業賃貸

借変更申出書

必要に応じて、機構

契約データを提供

農地中間管理事業

賃貸借変更申出に

係る協議書の受理

変更決定

（手数料情報算定含む）

農地中間管理事業賃貸

借変更申出に係る協議

回答書の送付

○変更一覧表

変更様式

1号

様式集p.35

変更様式

4号

様式集p.40

（変更様式2号）

様式集p.36
（変更様式3号）

様式集p.38

（変更

様式5号及び6号）

（変更様式5-1号及び変更様式6-1号）

（変更様式

5号及び6号）

及び3号又は5-1号及び6-1
（変更様式2号

号）

（変更様式

5号及び6号）

様式集p.41，43

様式集p.42，44
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農地中間管理事業賃貸借解約変更に係る事務手続

農地所有者 借受者 市町村・農業委員会 機 構

農地中間管理事業

賃貸借変更申出書

（農地所有者用）
農地中間管理事業

賃貸借変更申出書

（借受者用）

農地中間管理事業賃貸借変更申

出書を変更一覧表

に取りま

とめ（必要に応じて機構契約デー

タの照会）

賃貸借人の合意に係る調整を実

施

農地法第18条第6項の規

定による通知書の受領

（合意解約書を含む）

農地中間管理事業賃貸

借変更申出に係る協議回

答書の受領

関係者への協議結果の

周知

（周知方法は任意）

合意解約書の受領

関係者（農地所有者、借受者又は

関係団体等）へ農地中間管理事業

賃貸借変更申出に係る協議の回答

結果の受領

4-(1)

4-(2)

4-(3)

4-(4)

4-(5)

4-(6)

4-(7)

4-(8)

4-(9)

4-(10)

4-(11)

地域計画、農用地利用改善組合、土地改良

区等（地域での話し合いの単位で賃借料を

変更する場合）からの借賃変更改訂申出書

（任意）

契約の解約が伴う場合

〇機構へ事前に解約情報の提供

解約書類の送付

〇農地法第18条第6項の規定に

よる通知書

〇農地の賃貸借の合意解約書

農地中間管理事業賃貸借変更申

出に係る協議書の提出

○変更一覧表

○農地中間管理事業賃貸借変更

申出書

必要に応じて、機構契

約データの提供

農地の賃貸借の合意

解約書類及び農地中

間管理事業賃貸借変

更申出に係る協議書

の受理

変更決定

（手数料情報記入含む）

解約手数料の納入通知

及び手数料の受領

農地法第18条第6項の規

定による通知書及び合意

解約書の送付

〇通知書

〇解約書

農地中間管理事業賃貸借

変更申出に係る協議回答

書の送付

○変更一覧表

4-(12)

解約手数料納入通知の受領及び支払い

合意解約書類の作成、送付

〇農地法第18条第6項の規定

による通知書

〇農地の賃貸借の合意解約書

合意解約書類の作成・送付

変更様式

1号
様式集p.35

変更様式

4号
様式集p.40

（変更様式2号）

（変更様式3号）

（変更様式5号

（変更様式5-1号及び6-1号）

（様式第4-9号及び第4-10号）

（様式第4-9号）

（様式第4-10号）

及び6号）

（様式第4-9号）

（様式第4-10号）

（変更様式5号及び

6号）

（変更様式2号及び3号
又は5-1号及び6-1号）

（様式第4-10号）
（様式第4-9号）

（様式第4-10号）

（変更様式5号

及び6号）

様式集p.36
様式集p.38

様式集p.41,43

様式集p.42,44 様式集p.48

様式集p.50
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Ⅶ 新集積計画一括方式の手続き 

 

別紙フロー図参照（P.23） 
 

１ 賃貸及び借受申込書の提出 

   Ⅱの１を準用する。 
    なお、「農地利用集積等促進計画」は「新集積計画」と読み替える。（以

下同じ。） 
 

 ２ 新集積計画（案）の作成 

   Ⅱの２を準用する。 
   なお、作成する各筆明細原本は１部とする。 
 

 ３ 新集積計画（案）等の調印 

   Ⅱの３を準用する。 
    また、市町村は、公文（県要領様式第 1 号・様式集 P.51）により農地所

有者及び借受者から同意（押印）を得た新集積計画（案）等に農業委員会

の意見書を添付して機構へ送付する。 
 

４ 農業委員会への意見聴取 

   Ⅱの４を準用する。 
 

５ 利害関係人の意見聴取 

   Ⅱの５を準用する。 
   なお、新集積計画については、地域計画の区域内・区域外に関わらず、

利害関係人の意見聴取を行うものとする。 
 

６ 新集積計画（案）の同意、県への送付 

    市町村から新集積計画（案）等の送付を受けた機構は、新集積計画（案）

に同意（押印）するとともに１部写しを保存し、公文（県要領様式第 2 号

・様式集 P.52）により同意した新集積計画（案）及び市町村から送付され

た関係書類に、利害関係人からの意見概要を添えて県へ送付する。 
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県

機 構
(A)市町村

(B)農業委員会
農業協同

組合
農地

所有者
農地

借受者 本社
市町村

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

借受申込書
の提出

賃借申込書
の提出

農地台帳との確認

押印等支援

各筆明細
押印

各筆明細
押印

農業委員会の
意見の回答

各筆明細の作成

・促進計画(案)同意
・利害関係人の

意見聴取結果

促進計画(案)
の受領

促進計画の
決定・公告

促進計画
の写しの
受領

促進計画の写しの
受領

(B) 

(A) 

(B) 

(A) (B) 

システムにより送付

新集積計画一括方式による借入・貸付の事務手続

・賃借及び借受申込書の受理

・地域計画区域の確認

・一覧表の作成

促進計画の写しの受領

・促進計画(案)の作成
（各筆明細等）

・農業委員会へ意見照会

各筆明細等印刷、調印取りまとめ

利害関係人の意
見聴取（HP）

＜機構経由＞

＜市町村経由＞

県要領様式1号
(様式編 P.51)

促進借入１号
（様式編 P.1）

（→促進借入２号・促進貸付２号）
( 様式編 P4 ・ 様式編 P.15 )

促進借入３号
(様式編 P.5)
促進貸付３号
(様式編 P.16)

促進貸付１号
(様式編 P.13)

促進計画
の写しの
受領

促進貸付3-1号
(様式編 P.21)

促進貸付3-2号
(様式編P23)

農委意見参考様式1号
(様式編 P.31)
農委意見参考様式2号
(様式編 P.32)

提出様式１号
(様式編 P.27)

機構への貸付期間が15年
以上の場合、「機構関連
事業に係るお知らせ」を
手交する。

県要領様式2号
(様式編 P.52)

(A) (B) 
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